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よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に

市
政
に
つ
い
て
市
長
と
語
り
合
い
ま

せ
ん
か
？

日
時　
9
日
㈮
15
時
~
17
時

※

1
件
30
分

場
所　
市
役
所

申
込
期
限　
前
日
17
時
15
分

申
込・問
合
せ　
広
聴
・
市
民
生
活
課

☎
72
・
3
1
9
1

【
燃
え
な
い
ご
み・廃
蛍
光
管
等
】

収
集
日　
14
日
㈬

問
合
せ　
ご
み
・
リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72
・
3
1
2
6

   

ご
み
保
管
庫
を
歩
道
な
ど
道
路

敷
地
に
置
く
と
除
排
雪
作
業
で
破
損

す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
自
宅
の
敷

地
内
で
、
道
路
か
ら
見
え
る
場
所
に

置
き
ま
し
ょ
う
。

○
玄
関
フ
ー
ド
内
の
ご
み
は
収
集
し

ま
せ
ん

〇
ご
み
や
ご
み
保
管
庫
が
飛
ん
だ
り
、

荒
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

○
除
排
雪
作
業
や
道
路
状
況
で
収
集

時
間
が
前
後
し
ま
す
。
決
め
ら
れ

た
時
間
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い

問
合
せ　
ご
み
・
リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72
・
3
1
2
6

   

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
・
電
子

証
明
書
発
行
通
知
書
兼
照
会
書
」
が

届
い
て
い
る
方
を
対
象
に
行
い
ま
す
。 

※
本
人
確
認
書
類
を
必
ず
持
参
の

こ
と

日
時　
①
11
日
㈰
9
時
~
12
時

②
17
日
㈯
9
時
~
12
時

③
22
日
㈭
17
時
30
分
~
19
時

場
所・申
込・問
合
せ　
市
民
課

(
市
役
所
1
階
1
番
窓
口
)

☎
72
・
3
1
6
5

【
軽
自
動
車
税
納
付
確
認
シ
ス
テ
ム

（
軽
J
N
K
S
）】

   

車
検
時
の
納
税
証
明
書
の
提
示

を
省
略
で
き
ま
す
。

※
納
付
後
す
ぐ
に
車
検
を
受
け
る
場

合
は
、
紙
の
納
税
証
明
書
の
提
示
が

必
要
。
二
輪
・
原
付
・
小
型
特
殊
(
農

耕
用
な
ど
)
は
対
象
外

【
軽
自
動
車
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス

（
軽
O
S
S
）】

　

新
車
購
入
時
の
軽
自
動
車
保
有
関

係
の
手
続
き
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

も
可
能
で
す
。

※
二
輪
・
原
付
・
小
型
特
殊
(
農
耕
用

な
ど
)
は
対
象
外

問
合
せ　
納
税
課
☎
72
・
3
1
2
1

税
務
課
☎
72
・
3
1
1
9

   

市
内
で
事
業
を
営
む
個
人
ま
た
は

法
人
の
方
は
、
土
地
や
家
屋
以
外
の

事
業
用
資
産
(
償
却
資
産
)
の
所
有

状
況
の
申
告
が
必
要
で
す
。

   

市
で
は
例
年
、
対
象
の
方
に
関
係

書
類
を
送
付
し
て
い
ま
す
が
、
初
め

て
の
場
合
や
、
12
月
下
旬
ま
で
に
書

類
が
届
か
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

提
出
期
限　
1
月
31
日
㈫

問
合
せ　
税
務
課
☎
72
・
6
1
2
0

   

寝
た
き
り
状
態
で
、
治
療
上
お
む

つ
の
使
用
が
必
要
な
方
の
お
む
つ
代

は
税
申
告
の
医
療
費
控
除
の
対
象
で

す
。
医
師
発
行
の
「
お
む
つ
使
用
証
明

書
」
が
必
要
で
す
が
、
次
の
全
て
に
該

当
す
る
方
は
市
発
行
の
書
類
で
代
用

で
き
ま
す
。

○
介
護
保
険
法
の
要
介
護
認
定
者

○
お
む
つ
代
の
税
申
告
を
す
る
の
が

２
年
目
以
降
の
方

○
要
介
護
認
定
に
係
る
主
治
医
意

見
書
か
ら
、
寝
た
き
り
状
態
に
あ

り
、
尿
失
禁
発
生
の
可
能
性
が
確

認
で
き
る
方

問
合
せ　
高
齢
者
支
援
課

☎
72
・
7
0
1
7

①
講
演
会
「
北
海
道
の
避
難
所
の
最

新
事
情
」

②
「教
え
て
！ 

W
O
C
ナ
ー
ス
さ
ん
」

現
役
世
代
オ
ス
ト
メ
イ
ト
な
ら
で

は
の
ス
ト
ー
マ
の
悩
み

※
装
具
販
売
店
な
ど
の
展
示
あ
り

対
象　
20
代
~
50
代
の
オ
ス
ト
メ
イ
ト

日
時　
10
日
㈯
13
時
~
16
時
(
受
付

12
時
30
分
~
)

場
所　
北
海
道
難
病
セ
ン
タ
ー

(
札
幌
市
中
央
区
南
4
西
10
)

※
オ
ン
ラ
イ
ン
も
あ
り

講
師　
①
北
海
道
防
災
教
育
ア
ド
バ

イ
ザ
ー　

住
友
静
恵
氏 

     

②
市
立
札
幌
病
院　

皮
膚
・
排
泄
ケ
ア

認
定
看
護
師　

佐
藤
明
代
氏

申
込
期
限　
オ
ン
ラ
イ
ン
3
日
㈯

会
場
参
加
9
日
㈮     

申
込・問
合
せ　
須
佐
さ
ん

☎
0
9
0
・
1
3
8
7
・
8
3
9
9

   

介
護
認
定
を
受
け
、
次
に
該
当
す

る
方
は
、
税
申
告
の
障
害
者
控
除
の

対
象
で
す
。
申
告
に
は
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
書
の
交
付
を
受
け
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

対
象　
65
歳
以
上
で
、
令
和
4
年
中

に
要
介
護
認
定
(
要
介
護
１
~
５
)
を

受
け
て
い
る
方

※
交
付
内
容
は
12
月
31
日
(
有
効
期

間
切
れ
な
ど
の
方
は
そ
の
最
終
日
)

の
要
介
護
状
態
な
ど
に
よ
り
決
定

※
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
い

ず
れ
か
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
は

当
該
認
定
書
が
不
要
な
場
合
あ
り

問
合
せ　
高
齢
者
支
援
課

☎
72
・
7
0
1
7

   

ひ
と
り
親
家
庭
の
お
子
さ
ん
の
高

等
学
校
・
専
門
学
校
・
大
学
な
ど
の

入
学
準
備
金
(
就
学
支
度
資
金
)
の

貸
し
付
け
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

受
験
前
、
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

対
象　
母
子
・
父
子
・
寡
婦
家
庭
の
方

申
込・問
合
せ　
子
ど
も
相
談
セ
ン

タ
ー
☎
72
・
3
1
9
5

【
奨
学
金
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
】

意
見
の
募
集
期
間　
10
月
1
日
~
31
日

意
見
の
提
出
状
況　
提
出
者
1
人
、

意
見
な
ど
の
件
数
2
件

意
見
の
検
討
結
果　
採
用
0
件
、不
採

用
0
件
、
記
載
済
0
件
、
参
考
1
件
、

そ
の
他
1
件

問
合
せ　
学
校
教
育
課

☎
72
・
3
1
7
1

【
石
狩
市
証
明
等
手
数
料
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て
】

意
見
の
募
集
期
間 
10
月
11
日
~
11

月
10
日　

意
見
の
提
出
状
況　
提
出
者
0
人

問
合
せ　
財
政
課

☎
72
・
3
1
5
4

   

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で

所
得
が
下
が
っ
た
場
合
は
、
本
人
申

告
の
所
得
見
込
額
を
用
い
た
簡
易
な

手
続
き
で
国
民
年
金
保
険
料
の
免

除
申
請
が
可
能
で
す
。

免
除
期
間　
申
請
月
の
2
年
1
カ
月

前
~
令
和
５
年
６
月
(
学
生
は
令
和

５
年
３
月
)

※
申
請
前
に
保
険
料
を
納
付
し
た

期
間
除
く

対
象　
所
得
が
一
番
少
な
い
月
(
上

表
参
照
)
を
基
に
し
た
年
間
所
得
見

込
額
が
免
除
基
準
額
を
下
回
る
方

持
ち
物 
身
分
確
認
書
類
、
学
生
は

学
生
証
ま
た
は
在
学
証
明
書

問
合
せ　
市
民
課

☎
72
・
3
1
2
2

   

当
地
域
の
さ
ら
な
る
発
展
を
目
的

と
し
た
都
市
計
画
(
特
別
用
途
地
区
)

の
変
更
案
に
つ
い
て
説
明
を
し
ま
す
。

日
時　
7
日
㈬
18
時
~
19
時
ご
ろ

場
所　
花
川
北
コ
ミ
セ
ン

(
花
川
北
3
・
2
)

問
合
せ　
建
設
総
務
課

☎
72
・
3
1
6
2

ご
み
の
収
集
日

冬
期
の
ご
み
の
出
し
方

償
却
資
産
の
申
告

市
長
室
開
放

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

休
日
・
夜
間
交
付

軽
自
動
車
税

1
月
か
ら
の
新
シ
ス
テ
ム

お
む
つ
使
用
証
明
書
に

代
わ
る
書
類
の
交
付

若
い
オ
ス
ト
メ
イ
ト
交
流
会

in  

ウ
ォ
ッ
ク

北
海
道

石狩市新型コロナワクチンコールセンター（☎0570･20･0694）は12/29（木）～1/3（火）まで休業です。
（新型コロナウイルス感染症対策課☎72･3640）INFO PLUS

インフォプラス

お知らせ
■所 市役所

りんくる

市役所からの

（花川北6・1・30・2）

（花川北6・1・41・1）

10月の開催状況 ■広聴・市民生活課☎72・3191問

開催日 名称（担当課） 主な議題 公開
区分

傍聴
者数

市民の声を
活かす条例 審議会のうごき

　公開される審議会などの開催予定は、あい・ボードや市ＨＰ

などで、都度お知らせしています。議事録は市情報公開コー

ナー（市役所1階）と市ＨＰで閲覧できます。

教育委員会点検・評価報告書
（令和3年度）について

教育委員会外部評価
委員会（総務企画課）

4 公
開

0

条例・方針書の内容の検討に
ついて

14 公
開

5

浜益区地域協議会
（浜益支所地域振興課）11

公
開

3

市民参加制度調査審
議会（広聴・市民生活課）12 公

開
2

表彰審査委員会
（総務課）

3
非
公
開

市内施設の見学総合戦略推進懇話会
（企画課）18

地域包括支援センターの
収支決算について

介護保険事業運営推進
協議会（高齢者支援課）

31

要介護、要支援の審査・判定
（9月中8回開催）

介護認定審査会
（高齢者支援課）

非
公
開

障害者総合支援認定
審査会（障がい福祉課）24

非
公
開

公
開

0

指定管理者の候補者選定に
ついて

指定管理者選定
委員会（契約課）

施策の推進方針見直し後の
事業展開について

手話基本条例推進
懇話会（障がい福祉課）

21

非
公
開

非
公
開

公
開 1

公
開

1
厚田区地域協議会
（厚田支所地域振興課）

給食費単価について学校給食センター運営
委員会（学校給食センター）

25

公
開

1

公
開

0

公
開

1
地域公共交通活性化
協議会（企画課）

自治基本条例の見直しに
ついて

自治基本条例懇話会
（企画課）

28

障害者総合支援法に基づく介
護給付等申請者の障害支援区
分の審査

第9期厚田区地域協議会の運
営について（継続協議）

令和5年度における石狩市地域
公共交通網形成計画について

石狩市過疎地域持続的発展市
町村計画の達成状況に関する
評価について

令和3年度市民参加手続の実
施運用状況の評価等について

令和4年度石狩市表彰 表彰候
補者の選考について

情報・コミュニケーション
条例（仮称）に係る検討
委員会（障がい福祉課）
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時
間
外
納
付
・
相
談
窓
口

開
設
窓
口

※上下水道料金と時間外の窓口では石狩ハイスタンプ
　 会が発行するハイスタンプ券での納付はできません

※上記日時以外の相談は各課窓口へ
※厚田・浜益支所では時間外の窓口を開設し
　 ていません

平日8時45分～17時15分

石狩ハイスタンプ券での納付

納
期
限

上下水道料金（11月分）12㈪

市・道民税（第4期）

後期高齢者医療保険料（第6期）

国民健康保険税（第7期）

介護保険料（第7期）

市営住宅使用料（12月分）

28㈬

25㈰10時～15時  ※上下水道料金除く

22㈭17時15分～20時

●市税と国民健康保険税

●後期高齢者医療保険料

納税課（市役所1階15番窓口）

☎72・3118

●上下水道料金

水道営業課（市役所2階8番窓口）

☎72・3133

開
設
日
時

   

よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に

市
政
に
つ
い
て
市
長
と
語
り
合
い
ま

せ
ん
か
？

日
時　
9
日
㈮
15
時
~
17
時

※

1
件
30
分

場
所　
市
役
所

申
込
期
限　
前
日
17
時
15
分

申
込・問
合
せ　
広
聴
・
市
民
生
活
課

☎
72
・
3
1
9
1

【
燃
え
な
い
ご
み・廃
蛍
光
管
等
】

収
集
日　
14
日
㈬

問
合
せ　
ご
み
・
リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72
・
3
1
2
6

   

ご
み
保
管
庫
を
歩
道
な
ど
道
路

敷
地
に
置
く
と
除
排
雪
作
業
で
破
損

す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
自
宅
の
敷

地
内
で
、
道
路
か
ら
見
え
る
場
所
に

置
き
ま
し
ょ
う
。

○
玄
関
フ
ー
ド
内
の
ご
み
は
収
集
し

ま
せ
ん

〇
ご
み
や
ご
み
保
管
庫
が
飛
ん
だ
り
、

荒
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

○
除
排
雪
作
業
や
道
路
状
況
で
収
集

時
間
が
前
後
し
ま
す
。
決
め
ら
れ

た
時
間
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い

問
合
せ　
ご
み
・
リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72
・
3
1
2
6

   

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
・
電
子

証
明
書
発
行
通
知
書
兼
照
会
書
」
が

届
い
て
い
る
方
を
対
象
に
行
い
ま
す
。 

※
本
人
確
認
書
類
を
必
ず
持
参
の

こ
と

日
時　
①
11
日
㈰
9
時
~
12
時

②
17
日
㈯
9
時
~
12
時

③
22
日
㈭
17
時
30
分
~
19
時

場
所・申
込・問
合
せ　
市
民
課

(
市
役
所
1
階
1
番
窓
口
)

☎
72
・
3
1
6
5

【
軽
自
動
車
税
納
付
確
認
シ
ス
テ
ム

（
軽
J
N
K
S
）】

   

車
検
時
の
納
税
証
明
書
の
提
示

を
省
略
で
き
ま
す
。

※
納
付
後
す
ぐ
に
車
検
を
受
け
る
場

合
は
、
紙
の
納
税
証
明
書
の
提
示
が

必
要
。
二
輪
・
原
付
・
小
型
特
殊
(
農

耕
用
な
ど
)
は
対
象
外

【
軽
自
動
車
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス

（
軽
O
S
S
）】

　

新
車
購
入
時
の
軽
自
動
車
保
有
関

係
の
手
続
き
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

も
可
能
で
す
。

※
二
輪
・
原
付
・
小
型
特
殊
(
農
耕
用

な
ど
)
は
対
象
外

問
合
せ　
納
税
課
☎
72
・
3
1
2
1

税
務
課
☎
72
・
3
1
1
9

   

市
内
で
事
業
を
営
む
個
人
ま
た
は

法
人
の
方
は
、
土
地
や
家
屋
以
外
の

事
業
用
資
産
(
償
却
資
産
)
の
所
有

状
況
の
申
告
が
必
要
で
す
。

   

市
で
は
例
年
、
対
象
の
方
に
関
係

書
類
を
送
付
し
て
い
ま
す
が
、
初
め

て
の
場
合
や
、
12
月
下
旬
ま
で
に
書

類
が
届
か
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

提
出
期
限　
1
月
31
日
㈫

問
合
せ　
税
務
課
☎
72
・
6
1
2
0

   

寝
た
き
り
状
態
で
、
治
療
上
お
む

つ
の
使
用
が
必
要
な
方
の
お
む
つ
代

は
税
申
告
の
医
療
費
控
除
の
対
象
で

す
。
医
師
発
行
の
「
お
む
つ
使
用
証
明

書
」
が
必
要
で
す
が
、
次
の
全
て
に
該

当
す
る
方
は
市
発
行
の
書
類
で
代
用

で
き
ま
す
。

○
介
護
保
険
法
の
要
介
護
認
定
者

○
お
む
つ
代
の
税
申
告
を
す
る
の
が

２
年
目
以
降
の
方

○
要
介
護
認
定
に
係
る
主
治
医
意

見
書
か
ら
、
寝
た
き
り
状
態
に
あ

り
、
尿
失
禁
発
生
の
可
能
性
が
確

認
で
き
る
方

問
合
せ　
高
齢
者
支
援
課

☎
72
・
7
0
1
7

①
講
演
会
「
北
海
道
の
避
難
所
の
最

新
事
情
」

②
「教
え
て
！ 

W
O
C
ナ
ー
ス
さ
ん
」

現
役
世
代
オ
ス
ト
メ
イ
ト
な
ら
で

は
の
ス
ト
ー
マ
の
悩
み

※
装
具
販
売
店
な
ど
の
展
示
あ
り

対
象　
20
代
~
50
代
の
オ
ス
ト
メ
イ
ト

日
時　
10
日
㈯
13
時
~
16
時
(
受
付

12
時
30
分
~
)

場
所　
北
海
道
難
病
セ
ン
タ
ー

(
札
幌
市
中
央
区
南
4
西
10
)

※
オ
ン
ラ
イ
ン
も
あ
り

講
師　
①
北
海
道
防
災
教
育
ア
ド
バ

イ
ザ
ー　

住
友
静
恵
氏 

     

②
市
立
札
幌
病
院　

皮
膚
・
排
泄
ケ
ア

認
定
看
護
師　

佐
藤
明
代
氏

申
込
期
限　
オ
ン
ラ
イ
ン
3
日
㈯

会
場
参
加
9
日
㈮     

申
込・問
合
せ　
須
佐
さ
ん

☎
0
9
0
・
1
3
8
7
・
8
3
9
9

   

介
護
認
定
を
受
け
、
次
に
該
当
す

る
方
は
、
税
申
告
の
障
害
者
控
除
の

対
象
で
す
。
申
告
に
は
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
書
の
交
付
を
受
け
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

対
象　
65
歳
以
上
で
、
令
和
4
年
中

に
要
介
護
認
定
(
要
介
護
１
~
５
)
を

受
け
て
い
る
方

※
交
付
内
容
は
12
月
31
日
(
有
効
期

間
切
れ
な
ど
の
方
は
そ
の
最
終
日
)

の
要
介
護
状
態
な
ど
に
よ
り
決
定

※
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
い

ず
れ
か
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
は

当
該
認
定
書
が
不
要
な
場
合
あ
り

問
合
せ　
高
齢
者
支
援
課

☎
72
・
7
0
1
7

   

ひ
と
り
親
家
庭
の
お
子
さ
ん
の
高

等
学
校
・
専
門
学
校
・
大
学
な
ど
の

入
学
準
備
金
(
就
学
支
度
資
金
)
の

貸
し
付
け
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

受
験
前
、
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

対
象　
母
子
・
父
子
・
寡
婦
家
庭
の
方

申
込・問
合
せ　
子
ど
も
相
談
セ
ン

タ
ー
☎
72
・
3
1
9
5

【
奨
学
金
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
】

意
見
の
募
集
期
間　
10
月
1
日
~
31
日

意
見
の
提
出
状
況　
提
出
者
1
人
、

意
見
な
ど
の
件
数
2
件

意
見
の
検
討
結
果　
採
用
0
件
、不
採

用
0
件
、
記
載
済
0
件
、
参
考
1
件
、

そ
の
他
1
件

問
合
せ　
学
校
教
育
課

☎
72
・
3
1
7
1

【
石
狩
市
証
明
等
手
数
料
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て
】

意
見
の
募
集
期
間 
10
月
11
日
~
11

月
10
日　

意
見
の
提
出
状
況　
提
出
者
0
人

問
合
せ　
財
政
課

☎
72
・
3
1
5
4

   

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で

所
得
が
下
が
っ
た
場
合
は
、
本
人
申

告
の
所
得
見
込
額
を
用
い
た
簡
易
な

手
続
き
で
国
民
年
金
保
険
料
の
免

除
申
請
が
可
能
で
す
。

免
除
期
間　
申
請
月
の
2
年
1
カ
月

前
~
令
和
５
年
６
月
(
学
生
は
令
和

５
年
３
月
)

※
申
請
前
に
保
険
料
を
納
付
し
た

期
間
除
く

対
象　
所
得
が
一
番
少
な
い
月
(
上

表
参
照
)
を
基
に
し
た
年
間
所
得
見

込
額
が
免
除
基
準
額
を
下
回
る
方

持
ち
物 
身
分
確
認
書
類
、
学
生
は

学
生
証
ま
た
は
在
学
証
明
書

問
合
せ　
市
民
課

☎
72
・
3
1
2
2

   

当
地
域
の
さ
ら
な
る
発
展
を
目
的

と
し
た
都
市
計
画
(
特
別
用
途
地
区
)

の
変
更
案
に
つ
い
て
説
明
を
し
ま
す
。

日
時　
7
日
㈬
18
時
~
19
時
ご
ろ

場
所　
花
川
北
コ
ミ
セ
ン

(
花
川
北
3
・
2
)

問
合
せ　
建
設
総
務
課

☎
72
・
3
1
6
2

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
結
果

国
民
年
金
保
険
料

臨
時
特
例
免
除
制
度

石
狩
湾
新
港
地
域
の
都
市
計
画

変
更
に
関
す
る
説
明
会

障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
の
交
付

rie
k
o
.m

im
i@

g
m

a
il.c

o
m

✉

免除希望月 算定対象月

R4/7月（4月）

～ R5/6月（3月）

R3/1月

～申請前月

R3/7月（4月）

～ R4/6月（3月）

R2/2月

～ R4/7月（4月）

2年1カ月前

～ R3/6月（3月）

R2/2月

～ R3/7月（4月）

※申請から2年間は算定対象月の所得　
　の根拠書類を保管してください
※（ ）内は学生の場合


